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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　測定方向（ｘ）に対して互いに相対的に動く形に配置された基準尺（１０）と走査ユニ
ット（２０）から構成された、位置に依存した走査信号を生成するための位置測定装置で
あって、その際
　基準尺（１０）は、少なくとも一つのインクリメンタル目盛トラック（１１；１１１；
２１１；３１１）を有し、この目盛トラックは、測定方向（ｘ）に延びており、基本的に
光学特性が異なる目盛領域（１２ａ，１２ｂ）の周期的な配列で構成されており、少なく
とも一つの基準位置（ｘＲＥＦ）に、目盛領域（１２ａ，１２ｂ）の非周期的な配列で構
成される基準指標（ＲＥＦ）を有し、
　走査ユニット（２０）は、コリメーターレンズを前置していない光源（２１）と光電式
検出器配列を有し、この検出器配列は、少なくとも一つの基準インパルス信号検出器ユニ
ット（２４ａ，２４ｂ；１２４ａ；２２４ａ；３２４ａ）を有し、この検出器ユニットは
、基準指標（ＲＥＦ）と対応して基準インパルス信号（ＲＩ）を生成し、
　基準位置（ｘＲＥＦ）の領域で振幅変調された周期的な縞模様が、検出面に生じる、
位置測定装置において、
　基準インパルス信号検出器ユニット（２４ａ，２４ｂ；１２４ａ；２２４ａ；３２４ａ
）は、複数の基準インパルス信号検出器エレメント（２６，２７．１，２７．２；１２６
，１２７．１，１２７．２；２２６，２２７．１，２２７．２）から構成されており、こ
れらの検出器エレメントは、これらの検出器エレメントが、基準位置（ｘＲＥＦ）で振幅
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変調された縞模様に対してバンドパスフィルターとして作用するとともに、出力側におい
て、インクリメンタル目盛トラック（１１；１１１；２１１；３１１）からの周期的な信
号成分と低周波の信号成分をフィルターで除去した基準インパルス信号（ＲＩ）が生じる
ように、サイズを規定されるとともに、基準インパルス信号（ＲＩ）を生成するように接
続されていることと、
　基準インパルス信号検出器ユニット（２４ａ，２４ｂ；１２４ａ；２２４ａ；３２４ａ
）は、一つの中央に配置された基準インパルス信号検出器エレメント（２６；１２６；２
２６）とこのエレメントに対して測定方向（ｘ）に対称的に配置された二つの基準インパ
ルス信号検出器エレメント（２７．１，２７．２；１２７．１，１２７．２；２２７．１
，２２７．２）とを有し、これらの二つの検出器エレメントは、この中央の基準インパル
ス信号検出器エレメント（２６；１２６；２２６）に対してＮ＊３６０°（Ｎ＝１，２，
．．．）の位相のずれた走査信号を生成するとともに、一方における中央に配置された基
準インパルス信号検出器エレメント（２６；１２６；２２６）と他方におけるこのエレメ
ントに対して測定方向（ｘ）に対称的に配置された二つの基準インパルス信号検出器エレ
メント（２７．１，２７．２；１２７．１，１２７．２；２２７．１，２２７．２）が、
差分を取る形で接続されており、この差分信号が、基準インパルス信号（ＲＩ）となるこ
とと、
　中央に配置された基準インパルス信号検出器エレメント（２６；１２６；２２６）の幅
（ｂ１）が、このエレメントに対して測定方向（ｘ）に対称的に配置された二つの基準イ
ンパルス信号検出器エレメント（２７．１，２７．２；１２７．１，１２７．２；２２７
．１，２２７．２）の幅（ｂ２）の二倍の大きさとなるように選定することと、
を特徴とする位置測定装置。
【請求項２】
　中央に配置された基準インパルス信号検出器エレメント（２６；１２６；２２６）の幅
（ｂ１）が、インクリメンタル信号（ＩＮＣ）の信号周期（ＳＰＩＮＣ）と等しくなるよ
うに選定することを特徴とする請求項１に記載の位置測定装置。
【請求項３】
　中央に配置された基準インパルス信号検出器エレメント（２６；１２６；２２６）とこ
のエレメントに隣接する基準インパルス信号検出器エレメント（２７．１，２７．２；１
２７．１，１２７．２；２２７．１，２２７．２）との間隔（ｄ）を、以下の式
　　　　ｄ＝ｎ＊ＳＰＩＮＣ＋０．５ｂ２

　　　　又は
　　　　ｄ＝ｎ＊ＳＰＩＮＣ－０．５ｂ２

ここで、
ＳＰＩＮＣ：インクリメンタル信号の信号周期
ｂ２　　　：外側の基準インパルス信号検出器エレメントの幅
ｎ　　　　：０，１，２，３，……
にもとづき選定することを特徴とする請求項１に記載の位置測定装置。
【請求項４】
　インクリメンタル目盛トラック（１１；１１１；２１１；３１１）の基準指標（ＲＥＦ
）の領域には、インクリメンタル目盛トラック（１１；１１１；２１１；３１１）の周期
性を乱す少なくとも一つの明視野が統合されており、この明視野が、反射率の高い又は透
過率の高い目盛領域（１２ｂ）から構成されることを特徴とする請求項１に記載の位置測
定装置。
【請求項５】
　当該の明視野が、インクリメンタル目盛トラック（１１；１１１；２１１；３１１）の
目盛周期（ＴＰＭ）の２倍又はインクリメンタル目盛トラック（１１；１１１；２１１；
３１１）の目盛周期（ＴＰＭ）の１．５倍に相当する幅を有することを特徴とする請求項
４に記載の位置測定装置。
【請求項６】
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　当該の明視野が、基準尺（１０；１００；２００；３００）上において、測定方向（ｘ
）に対して最も近くに隣接する反射率の高い又は透過率の高い目盛領域（１２ｂ）との間
隔が最大の幅を取るように配置されており、その際省かれる反射率の高い又は透過率の高
い目盛領域の数が出来る限り最小となるように選定することを特徴とする請求項４に記載
の位置測定装置。
【請求項７】
　基準尺（１０；１００；２００；３００）上において、当該の明視野と測定方向（ｘ）
に対して最も近くに隣接する反射率の高い又は透過率の高い目盛領域（１２ｂ）との間隔
が、インクリメンタル目盛トラック（１１；１１１；２１１；３１１）の目盛周期（ＴＰ

Ｍ）の１．５倍であることを特徴とする請求項６に記載の位置測定装置。
【請求項８】
　当該の基準インパルス信号検出器ユニットが、差分を取る形で互いに接続された二対の
基準インパルス信号検出器エレメントから構成されており、これらの検出器エレメントは
、１８０°位相のずれた走査信号（Ｓ１，Ｓ２）を生成するとともに、それらの間隔が、
それぞれ測定方向（ｘ）に対してインクリメンタル信号の信号周期（ＳＰＩＮＣ）の整数
倍であることを特徴とする請求項１に記載の位置測定装置。
【請求項９】
　当該のインクリメンタル目盛トラックには、基準指標（ＲＥＦ）として、少なくとも二
つの明視野が形成されており、当該の走査ユニットには、測定方向（ｘ）に対して順番に
配置された複数対の基準インパルス信号検出器エレメント（４２６．１，４２６．２，４
２７．１，４２７．２）が配備されており、その際基準インパルス信号検出器エレメント
（４２６．１，４２６．２，４２７．１，４２７．２）が、交番する順序で配備されてお
り、隣接する対が、位相の異なる走査信号（Ｓ１，Ｓ２）を提供することを特徴とする請
求項８に記載の位置測定装置。
【請求項１０】
　走査ユニット（２０）が、一つの走査板（２５）を有し、この走査板においては、
　中央の領域に、送信目盛（２２）が配置されており、
　送信目盛（２２）に隣接して、当該のインクリメンタル信号検出器エレメントが配置さ
れており、
　送信目盛（２２）には、測定方向（ｘ）に対して垂直に隣接する形で、少なくとも一つ
の基準インパルス信号検出器ユニット（２４ａ，２４ｂ）が配置されている、
ことを特徴とする請求項１から９までのいずれか一つに記載の位置測定装置。
【請求項１１】
　走査板（２５）上には、当該の基準インパルス信号検出器ユニットが複数配置されてお
り、当該の基準インパルス信号検出器エレメントの間には、インクリメンタル信号検出器
エレメントが、更に配置されていることを特徴とする請求項１０に記載の位置測定装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、位置に依存した走査信号を生成するのに、特に少なくとも一つの基準イン
パルス信号を生成するのに適した位置測定装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　周知の位置測定装置は、通常二つの互いに動く部分の相対的な偏差に関するインクリメ
ンタル信号の他に、一つ以上の所定の基準位置における基準インパルス信号も供給する。
この基準インパルス信号によって、位置測定装置の走査ユニットと基準尺に繋がっている
互いに動く部分の所定の相対的な位置に関して、さもなければ相対的に行われた位置測定
での精確な絶対的な関係を構築することができるものである。これらの互いに動く構成要
素は、例えば数値制御工作機械の加工物と工具である。
【０００３】
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　ここで、基準尺の側での基準指標の構成に関して、一連の周知の可能性が有る。即ち、
これらの指標は、例えば、インクリメンタル目盛トラックの側方に隣接する形で基準尺上
に配置することができる。しかし、この変化形態では、万一基準尺と走査ユニットが基準
尺の面又は走査面に対して垂直な軸の周りに捻れた場合又は誤って調整された場合、結果
として得られる基準インパルス信号のインクリメンタル信号の所定の周期への精確な対応
が、場合によっては最早保証されないということが基本的に問題である。この問題点を回
避するために、例えば、特許文献１により、一つ以上の基準指標を基準尺上のインクリメ
ンタル目盛トラックに統合することが知られている。それに関して、インクリメンタル目
盛の測定区間に沿った所望の基準位置において、例えば、周期的なインクリメンタル目盛
トラックの中の一つ以上の目盛を省くことができる。
【０００４】
　物理的な走査原理に関して、光学式位置測定装置は、使用する光源の前にコリメーター
レンズを持つシステムと持たないシステムとに分類される。コリメーターレンズを用いて
いない場合、通常発散照明と称される。このような位置測定装置は、特にコンパクトな全
体構造に関して有利である。
【０００５】
　ここで、特許文献２と３により、既に発散照明の位置測定装置において、基準尺上のイ
ンクリメンタル目盛トラックに統合された基準指標の走査により得られる基準インパルス
信号を生成する解決法が周知である。
【０００６】
　しかし、これらの特許文献に提案されている基準インパルス信号を生成するための変化
形態は、基準インパルス信号の生成における出来る限り高い効率、インクリメンタル信号
の低い雑音、或いは生成されたインクリメンタル信号の基準インパルス信号に対する影響
の出来る限り大幅な排除に関して、未だ最適化されていないことが分かっている。
【特許文献１】米国特許明細書第３，９８５，４４８号
【特許文献２】欧州特許公開明細書第０８８７６２５－Ａ２号
【特許文献３】国際特許公開明細書第０２／０６５０６１－Ａ１号
【非特許文献１】R. M. Pettigrew, "Analysis of Grating Images and its Application
 to Displacement Metrology", SPIE Vol.136, 1st European Congress on Optics Appli
ed to Metrology (1977), S.325-332
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　以上のことから、この発明の課題は、コリメーターレンズを持たず、基準指標を統合し
たインクリメンタル目盛トラックの走査から基準インパルス信号を確実に生成することを
可能とする位置測定装置を提供することである。この場合、インクリメンタル信号の生成
が、出来る限り小さい擾乱を受けるようにすべきである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この課題は、請求項１の特徴を述べた部分における特徴を持つ位置測定装置によって解
決される。
【０００９】
　この発明による位置測定装置の有利な実施構成は、請求項１に従属する請求項に挙げら
れた措置から明らかとなる。
【００１０】
　ここで、この発明では、基準インパルス信号検出器ユニットの構成は、この構成が、基
準位置において振幅変調された、検出面に生じる縞模様に対してバンドパスフィルターと
して作用し、そのようにして所望の幅の基準インパルス信号を生成するものと規定する。
【００１１】
　この基準インパルス信号検出器ユニットのバンドパスフィルターとしての作用の結果、
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走査されたインクリメンタル目盛の基本周波数が、より高い高調波を含めて、専ら比較的
ゆっくりと変化する信号成分と同様に、検出面における振幅変調された信号から排除され
ることとなる。それに対して、インクリメンタル信号の基本周波数の約半分の周波数帯域
における信号成分は、大幅に低減されずに、所望の幅を持つ基準インパルス信号を生成す
るために集積される。こうすることによって、検出した走査信号から、基準インパルス信
号を生成するのに適した周波数帯域だけが、フィルターにより取り出される。
【００１２】
　実現可能な実施構成では、場合によっては複数の基準インパルス信号検出器ユニットの
中の一つが、一方において互いに所定の幾何学的な形に配置されるとともに、他方におい
て所望の基準インパルス信号を生成するのに適した形に接続された、三つの基準インパル
ス信号検出器エレメントを有する。この場合、有利には、中央に配置された基準インパル
ス信号検出器エレメントの他に、インクリメンタルトラックにおいて、この中央に配置さ
れた基準インパルス信号検出器エレメントに対して測定方向に対称的に配置された二つの
基準インパルス信号検出器エレメントが配備され、これらの二つの検出器エレメントは、
それぞれ３６０°の整数倍のずれを持つ走査信号を生成するものである。一方における中
央に配置された基準インパルス信号検出器エレメントと他方におけるこのエレメントに対
して対称的に配置された二つの基準インパルス信号検出器エレメントとを、差分を取る形
で接続するものと規定する。この最終的に得られた差分信号が、基準インパルス信号とな
る。
【００１３】
　この発明の有利な実施構成では、中央に配置された基準インパルス信号検出器エレメン
トの幅を、このエレメントに対して対称的に配置された二つの基準インパルス信号検出器
エレメントの幅の２倍の大きさに選定する。
【００１４】
　基準尺の側又はインクリメンタル目盛トラックには、有利には少なくとも一つの、所謂
明視野を挿入することによって、統合された基準指標に該当する部分領域の非周期的な配
列を実現する。この場合、この明視野は、インクリメンタル目盛トラックの周期性を乱す
ものであり、反射光式システムでは反射率の高い部分領域で、或いは透過光式システムで
は透過率の高い部分領域で構成される。
【００１５】
　第一の実現可能な実施構成では、この明視野の測定方向に対する幅を、有利には、イン
クリメンタル目盛トラックの目盛周期の１．５倍の大きさに選定する。こうすることによ
って、本来不透明な部分領域を反射又は透過する領域に変えている。そのことは、インク
リメンタル目盛トラックの周期性を最小限度に変化させると同時に、基準インパルスの確
実な生成を保証することとなる。別の実施構成では、この明視野の幅は、インクリメンタ
ル目盛トラックの目盛周期の２倍の大きさに選定することもできる。
【００１６】
　この明視野とこれに隣接する反射率の高い又は透過率の高い目盛領域との間隔は、有利
には、インクリメンタル目盛トラックの目盛周期の１．５倍である。
【００１７】
　別の有利な実施構成では、測定区間の基準位置における基準指標は、インクリメンタル
目盛トラックに統合された複数の明視野を有する。この場合、これらの明視野の空間的な
分布は、この分布の自己相関が、各基準インパルス信号の最大の有効信号を生じさせるよ
うに選定する。これと同様に、走査ユニットの側には、検出器配列内に複数の間隔を空け
た基準インパルス信号検出器ユニットを配置するものと規定する。これらのユニットは、
有利には、同じ形で構成される。この発明による位置測定装置のこのような実施構成は、
生成する基準インパルス信号の効率又は有効成分を増大させるのに有利であることが分か
っている。特に基準尺の汚れ、光源の位置的な誤差などの様々な信号の擾乱に対して、よ
り大きな耐性が得られる。
【００１８】
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　別の実施構成では、インクリメンタル目盛トラックに、基準指標として、少なくとも二
つの明視野を形成するものと規定する。走査側には、それぞれ測定方向に対して間隔を空
けた二つの基準インパルス信号検出器エレメントで構成された、少なくとも二つの基準イ
ンパルス信号検出器ユニットを配備する。これらのエレメントは、それぞれ互いに１８０
°位相のずれた走査信号を検出する。これらの異なる位相位置を持つ基準インパルス信号
検出器エレメントは、又もや互いに差分を取る形に接続され、その差分信号は、基準イン
パルス信号となる。位相のずれた基準インパルス信号検出器エレメントの測定方向におけ
る順序は、これらのエレメントを、検出器ユニットから検出器ユニットに交番する順序で
配置して、その結果得られる基準インパルス信号の平均化が達成されるように構成するも
のと規定する。
【００１９】
　この発明による様々な措置は、様々な光源と組み合わせて実施することができる。即ち
、例えば、ＶＣＳＥＬ（垂直共振器面発光レーザー）形式の点光源を光源として使うこと
ができる。しかし、更に空間的に広がった光源、例えば、ＬＥＤを用いることも可能であ
る。後者の場合、光源の走査ビーム内に、透過性と非透過性の目盛領域を持つ、ほぼ周期
的な格子目盛を前置するのが有利であることが分かっている。この場合、この格子目盛は
、周知の形式で、所謂送信目盛としての機能を果たす。インクリメンタル目盛に統合され
た基準指標からの基準インパルス信号の生成を保証するために、送信目盛の側では、同じ
く所定の空間的な領域が基準指標に対応するようにするとともに、相応の非周期的な目盛
構造を構成するものとする。このことは、例えば、さもなければ周期的であった送信目盛
の目盛構造の一つの領域において、透過性又は非透過性の目盛領域の中の少なくとも一つ
が存在しないような構成で実現することができる。
【００２０】
　この発明の様々な措置は、当然のことながら、リニア式とロータリー式の位置測定装置
のどちらとも組み合わせて実施することができる。更に、透過光式又は反射光式で動作す
る位置測定装置を、この発明にもとづき構成することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　この発明の更なる利点及び詳細は、以下における添付の図面にもとづく実施例の記述か
ら明らかとなる。
【００２２】
　図１には、この発明による位置測定装置の第一の実施例を、大幅に模式化した斜視図で
図示している。この場合、この実施例は、反射光式で動作するリニア式位置測定装置とし
て構成されている。
【００２３】
　図１に図示した位置測定装置は、測定方向ｘに対して互いに動く形に配置された基準尺
１０と走査ユニット２０とを有する。基準尺１０と走査ユニット２０は、二つの互いに動
く物体と連結されて、それらの互いの相対的な位置を検出するものである。これらの物体
は、例えば、工作機械の機械部品である。この位置測定装置は、出力側に位置に依存した
走査信号を提供し、これらの走査信号は、後続の電子機器、例えば、工作機械の数値制御
部に供給される。後続の電子機器によって、これらの走査信号は、機械を制御するために
周知の方式により再処理される。
【００２４】
　この発明による位置測定装置の基準尺１０は、測定方向ｘに延びるインクリメンタル目
盛トラック１１を有する。このインクリメンタル目盛トラック１１は、図示した例では、
測定方向ｘに対してほぼ周期的な、反射特性の異なる目盛領域１２ａ，１２ｂの配列で構
成されている。この場合、目盛領域１２ａは、低い反射率を有し、以下において、特に暗
視野とも称し、目盛領域１２ｂは、高い反射率を有し、以下において、明視野とも称する
。少なくとも一つの基準指標ＲＥＦを除いて、目盛領域１２ａ，１２ｂ又は明視野と暗視
野の配列は、インクリメンタル目盛周期ＴＰM での周期的な配列である。測定区間に沿っ
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た基準位置ｘREF の領域において、一つの基準指標ＲＥＦが、インクリメンタル目盛トラ
ック１１に統合されている。この基準指標ＲＥＦは、さもなければ周期的であった目盛領
域の配列からずれた、目盛領域１２ａ，１２ｂの非周期的な配列で構成されている。その
結果として、この基準指標ＲＥＦによって、さもなければ規則的であったインクリメンタ
ル目盛トラック１１の構造に、局所的に限定された乱れが持ち込まれており、有利な実施
構成では、周期的なインクリメンタル目盛トラック１１に、例えば、一つ以上の目盛領域
１２ｂ又は明視野が組み込まれる。好適な基準指標ＲＥＦの具体的な実施形態の更なる詳
細とそれによって得られる基準インパルス信号に関しては、以下の記述を参照されたい。
【００２５】
　基準指標ＲＥＦの走査により、さもなければ純粋であったインクリメンタル位置測定の
推移において、基準インパルス信号が生成され、この信号は、後続の電子機器によって、
周知の方式で評価され、位置決定の際における絶対的な関係を構築することを可能とする
ものである。
【００２６】
　基準尺１０に対して相対的に測定方向ｘに動く走査ユニット２０は、位置に依存した走
査信号を生成するための一連の別の構成部品を有する。この例では、この一連の構成部品
として、特に、この発明によりコリメーターレンズを前置していない光源２１と、送信目
盛２２の形式の格子目盛と、符号２３０ａ，２３０ｂの領域に配置された複数のインクリ
メンタル信号検出器エレメントで構成される光電式の検出器配列と、領域２４０ａ，２４
０ｂの複数の基準インパルス信号検出器ユニットとがある。図１では、光電式検出器配列
の領域２３０ａ，２３０ｂ，２４０ａ，２４０ｂは、専ら濃く図示されており、そこに配
置された検出器ユニットの詳細に関しては、同じく以下の記述を参照されたい。走査ビー
ム内には、特にコリメーターレンズではなく、発散照明が配備されているので、この発明
による位置測定装置の走査ユニット２０は、非常にコンパクトに構成することができる。
【００２７】
　図１により明らかな通り、送信目盛２２と光電式検出器配列のエレメントが、例えばガ
ラス板で構成された、走査板２５上に配置されている。
【００２８】
　図示した例では、光源２１、例えばＬＥＤから出射された光は、コリメーションされる
こと無く、先ずは走査板２５の中央に配置された送信目盛２２を通過して行く。次に、発
散する光束は、以下において走査面１３と称する、基準尺１０の所定の領域に当たる。こ
の例では、走査面１３は、楕円形に構成されており、楕円の長軸を測定方向ｘに対して延
ばしている。この実施例の（反射する）基準尺１０によって、走査ユニット２０又は走査
板２５の方向への光束の反射が起こる。そこでは、光束と走査ビーム内の様々な目盛との
相互作用が生じるために、検出面には、周期的な縞模様が出来る。この縞模様は、基準尺
１０と走査ユニット２０とが相対的に動く場合に、周知の方式により変調され、光電式検
出器配列の検出器エレメントによって検出されて、位置に依存した走査信号に変換され、
この信号は、後続の電子機器によって再処理されることとなる。
【００２９】
　走査原理に関して、ここで説明した実施例の走査ビームは、例えば非特許文献１により
周知の通り、所謂発散照明による三格子送信機（Dreigittergeber ）に対応するものであ
る。
【００３０】
　図１の例では、第一の通過する格子は、送信目盛２２によって構成され、第二の格子は
、走査される基準尺１０である一方、第三の格子は、周知の構造化された検出器配列の形
式での検出器配列の周期的な構成によって形成される。このような構造化された検出器配
列は、例えば測定方向ｘに延びる形で配置された、多数の幅の狭い長方形の個別的な検出
器エレメントで構成される。このような検出器エレメントは、インクリメンタル信号を生
成するために、互いに電気的に接続されおり、それらの上に投影された縞模様の走査によ
り同じ位相の走査信号を生成する。従来の求積法による評価の場合、それぞれ互いに９０
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°の位相差を有する四つのグループのインクリメンタル走査信号が生じる。有利には、こ
のような検出器配列により、一つの走査する縞模様周期内において、四つの位相の異なる
検出器エレメントが位置される、所謂単一走査（Einfeldabtastung）が実現される。この
ようにして、単一の縞模様周期の走査から、四つの信号成分のすべてを得ることができる
。汚れに対する耐性に関して、特に有利に働く走査が実現される。
【００３１】
　これらの検出器エレメントをアモルファスシリコン（α－Ｓｉ）から構成した場合、そ
れによって、特に細かい構造を実現することができるので、特に有利であることが分かっ
ている。このことは、特に検出面において短い縞模様周期が生じる場合に重要となり、そ
の場合従来のシリコン製検出器エレメントでは、位相の異なる隣接する検出器エレメント
間における信号のクロストークの問題がしばしば発生する。
【００３２】
　この例では、基準指標ＲＥＦ以外のインクリメンタル目盛トラック１１を走査した場合
、検出面に生じる縞模様は、縞模様周期ＴＰS での周期的な模様となる。基準指標ＲＥＦ
の領域では、生じる縞模様は、インクリメンタル目盛トラック１１における非周期的な構
造のために乱され、走査信号は、この位置ｘREF で振幅変調されることとなる。この領域
における縞模様の振幅変調を、好適に構成した基準インパルス信号検出器ユニットで検出
することによって、基準インパルス信号ＲＩが生成される。図１で領域２４０ａ，２４０
ｂに配置されている、この発明による基準インパルス信号検出器ユニットの実施形態が、
どのように実現されているのかを、以下の記述の流れにおいて、更に詳しく説明する。
【００３３】
　既に前述した通り、この発明による原理は、当然のことながら、基準尺が円環形状のイ
ンクリメンタル目盛トラックを持つ目盛ディスクで構成された、ロータリー式位置測定装
置にも転用することができる。更に、この例に代わって、この発明による考察にもとづく
透過光式システムを構成することもできる。そして、そのためには、インクリメンタル目
盛トラックは、交番に配置された、透過率の異なる部分領域を有し、更にこの場合、走査
ユニットは、周知の方式により、このユニットが基準尺をカバーするように、即ち、一方
における光源と送信目盛及び他方における検出器配列が、基準尺の対向する側に配置され
るように構成される。
【００３４】
　透過光式システムを実現する場合、目盛構造における前記の説明による明視野は、従っ
て透過率の高い部分領域に、暗視野は、透過率のより低い部分領域に対応する。更に、こ
の発明の範囲内では、前述した例のような広がったＬＥＤの代わりに点光源を用いた場合
、送信目盛を不要とすることも可能である。この場合、走査板の中央の領域は、出射され
た光束に対して完全に透明な形に構成される。
【００３５】
　ここで、この発明による検出側における措置を更に説明するために、図２ａと２ｂを参
照されたい。この場合、図２ａは、インクリメンタル走査信号ＩＮＣと関連させて、基準
インパルス信号検出器ユニット２４ａの一部を模式化した平面図を示しており、図２ｂで
は、このような実施形態に対応する、図２ａのバンドパスフィルターとして作用する基準
インパルス信号検出器ユニットのフィルター関数Ｆ（ｋ）を図示している。
【００３６】
　既に前述した通り、この発明では、基準インパルス信号検出器ユニットの構成は、この
ユニットが、検出面に生じる基準位置ｘREF で振幅変調された縞模様に対してバンドパス
フィルターとして作用し、そのようにして所望の幅の基準インパルス信号ＲＩを生成する
ものと規定される。基準インパルス信号検出器ユニットのバンドパスフィルターとしての
作用の結果、走査したインクリメンタル目盛の基本周波数ｆINC が、そのより高い高調波
を含めて、その他の単に比較的ゆっくりと変化する信号成分と同様に、検出面での振幅変
調された走査信号から除去されることとなる。それに対して、インクリメンタル信号の基
本周波数の約半分の周波数ｆINC ／２の周りの所定の間隔の周波数を持つ信号成分は、所
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望の幅を持つ基準インパルス信号ＲＩを生成するために、大幅に弱められることなく集積
される。こうすることによって、検出した走査信号から、基準インパルス信号ＲＩを生成
するのに適した周波数帯域だけが、フィルターにより取り出される。
【００３７】
　図１の例の第二の基準インパルス信号検出器ユニット２４ｂは、図２ａの基準インパル
ス信号検出器ユニット２４ａと基本的に同じである。これらの基準インパルス信号検出器
ユニット２４ａ，２４ｂは、図１では、走査板２５上の領域２４０ａ，２４０ｂに配置さ
れている。
【００３８】
　以下においては、如何にして、例えば、基準インパルス信号検出器ユニット２４ａの好
適な実施形態によって、基準インパルス信号ＲＩを生成するためのバンドパス機能を実現
することができるのかを説明する。図示した実施例では、基準インパルス信号検出器ユニ
ット２４ａは、三つの個別の基準インパルス信号検出器エレメント２６，２７．１，２７
．２から構成されている。基準インパルス信号検出器エレメント２６，２７．１，２７．
２の幾何学的なサイズ決定と接続によって、基本的には基準位置ｘREF における振幅変調
された縞模様又は対応する走査信号の目標とするバンドパスフィルター機能が実現され、
そのようにして出力側に所望の基準インパルス信号ＲＩが生成される。この例では、その
ために、中央の基準インパルス信号検出器エレメント２６とこのエレメントに対して対称
的に配置された基準インパルス信号検出器エレメント２７．１，２７．２が配備されてい
る。この場合、このフィルター機能のためには、有利には中央に配置された基準インパル
ス信号検出器エレメント２６の幅ｂ1 が、生成されるインクリメンタル信号ＩＮＣの信号
周期ＳＰINC と同じになるように選定される。
【００３９】
　このようにして、検出面の縞模様の走査の際に、信号周期ＳＰINC に渡っての正弦波状
のインクリメンタル信号ＩＮＣの平均化とそれによって周期的なインクリメンタル信号成
分に関する所望のフィルター効果が得られる。二つの対称的に配置された基準インパルス
信号検出器エレメント２７．１，２７．２の幅ｂ2 は、一方では同じとなるように、他方
では中央の基準インパルス信号検出器エレメント２６の幅ｂ1 の半分に等しく、即ち、ｂ

2 ＝１／２＊ｂ1 となるように選定される。
【００４０】
　一般的に、バンドパスフィルターの通過特性は、周知の方式により、そのフィルター関
数Ｆ（ｋ）によって記述することができ、この場合各信号の通過する周波数成分は、ｋで
表示されている。図２ａの基準インパルス信号検出器ユニット２４ａの実施例では、そこ
を通過する空間周波数成分ｋの分布に関して、それに対応するフィルター関数Ｆ（ｋ）は
、以下の関係式（ＧＩ．１）で記述することができる。
【００４１】
【数１】

関係式ＧＩ．１の個々の変数は、以下の通りである。
ｋ　：空間周波数
ｂ1 ：中央の基準インパルス信号検出器エレメントの幅
ｂ2 ：二つの外側の基準インパルス信号検出器エレメントの中の一方の幅
ｄ　：外側の基準インパルス信号検出器エレメントと中央の基準インパルス信号検出器エ
　　　レメントとの間隔
η　：二つの外側の基準インパルス信号検出器エレメントと中央の基準インパルス信号検
　　　出器エレメントの間の相対的な重み付け又は面積比
　図２ｂには、図２ａの基準インパルス信号検出器ユニット２４ａにおける以下のパラメ
ータの組み合わせに対するフィルター関数Ｆ（ｋ）の推移が図示されている。
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　　　ｂ1 ＝３５μｍ、ｂ2 ＝３５μｍ、η＝１、ｄ＝４８．７５μｍ

　図２ｂでは、インクリメンタル信号の基本周波数ｆINC ＝１／ＳＰINC 及びその高調波
、例えば２／ＳＰINC などにおいて、フィルター関数Ｆ（ｋ）の推移が零となっているこ
とが明らかに分かる。それに対して、前述した通り、インクリメンタル信号の基本周波数
ｆINC の半分の領域における通過周波数帯域が、通過されており、基準インパルス信号と
して使用される。
【００４２】
　この場合、前述した通り、結果として得られる基準インパルス信号からインクリメンタ
ル信号の基本周波数ｆINC ＝１／ＳＰINC と場合によってはその高調波をフィルターで排
除する基準インパルス信号検出器ユニットを構成するために、式ＧＩ．１から、中央の基
準インパルス信号検出器エレメントと外側の基準インパルス信号検出器エレメントとの間
隔ｄに関して、基準インパルス信号検出器ユニットの自由に選定可能なパラメータｂ1 ，
ｂ2 ，ηに依存して、式ＧＩ．２の形の条件を提示することができる。
【００４３】
【数２】

ここで、
ｚ　　　：整数
ＳＰINC ：インクリメンタル信号の信号周期
ｂ1 　　：中央の基準インパルス信号検出器エレメントの幅
ｂ2 　　：二つの外側の基準インパルス信号検出器エレメントの中の一方の幅

　数学的な解が存在するｂ1 ，ｂ2 ，ηの値の各組み合わせに関して、式ＧＩ．２は、イ
ンクリメンタル信号の基本周波数をフィルターで排除した形で基本インパルス信号を生成
する、基準インパルス信号検出器ユニットの実施形態を提供する。以下において説明する
通り、検出器配列の特に有利な実施構成に関して、式ＧＩ．２は簡単化される。
【００４４】
　図２ａに図示した例では、二つの外側の基準インパルス信号検出器エレメント２７．１
，２７．２は、それらによって中央の基準インパルス信号検出器エレメント２６の走査信
号に対して、一般的な形でＮ＊３６０°（Ｎ＝１，２，３....）の位相のずれた走査信号
が生成されるように、中央の基準インパルス信号検出器エレメントに対して配置されてい
る。図２ａの例では、二つの基準インパルス信号検出器エレメント２７．１，２７．２に
対して、Ｎ＝１で、かつ幅の関係式ｂ2 ＝１／２＊ｂ1 が選定されている。この配置に関
して、中央の基準インパルス信号検出器エレメント２６の中心と二つの外側の基準インパ
ルス信号検出器エレメント２７．１又は２７．２との間の間隔ｄの選定に関して、式ＧＩ
．２から、簡単化された関係式ＧＩ．３．１又はＧＩ．３．２が得られる。

　　　　ｄ＝ｎ＊ＳＰINC ＋０．５ｂ2 　　　（ＧＩ．３．１）

　　　　ｄ＝ｎ＊ＳＰINC －０．５ｂ2 　　　（ＧＩ．３．２）

ここで、
ＳＰINC ：インクリメンタル信号の信号周期
ｂ2 　　：二つの外側の基準インパルス信号検出器エレメントの中の一方の幅
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ｎ＝０，１，２，３，......

　図２ａの例では、更に、基準インパルス信号ＲＩを生成するために、一方において二つ
の外側の基準インパルス信号検出器エレメント２７．１，２７．２を互いに接続して信号
Ｓ２とし、更にこの信号Ｓ２を中央の基準インパルス信号検出器エレメント２６から得ら
れた信号Ｓ１と差分を取る形で接続するものと規定する。最終的には、信号Ｓ１とＳ２の
差分を取る形の接続により得られる信号は、出力側に生じる基準インパルス信号ＲＩであ
る。
【００４５】
　このように幾何学的なサイズと接続を選定した形の基準インパルス信号検出器エレメン
ト２６，２７．１，２７．２の実施形態によって、専ら基準インパルス信号検出器エレメ
ント２６，２７．１，２７．２のバンドパスフィルターとしての設計が実現される。この
バンドパスフィルターによって、インクリメンタル目盛トラック１１に統合された基準指
標ＲＥＦによって強く乱された、検出面に生じる縞模様から、本来の基準インパルス信号
ＲＩに対応する周波数帯域が、フィルターにより取り出される。
【００４６】
　ここで、その次の図面にもとづき、この発明による位置測定装置における送信目盛、基
準尺、基準インパルス信号検出器エレメントの構成に関する別の実施例及び結果として得
られる信号の推移について説明する。
【００４７】
　この場合、図３ａは、この発明による位置測定装置の別の実施構成の送信目盛１２２を
図示しており、図３ｂでは、基準指標ＲＥＦを含むインクリメンタル目盛トラック１１１
を有する、走査される基準尺１００の一部を図示している。
【００４８】
　この位置測定装置の実施例も、又もや反射光式システムとして構成されている、即ち、
測定方向ｘに対して交番する形で配置されたインクリメンタル目盛トラック１１１の部分
領域が、異なる光学的な反射特性を有する。図３ｂで明るく図示した部分領域は、大きく
反射する形に構成された部分領域又は明視野であり、暗く図示した部分領域は、小さく反
射する暗視野を示す。基準位置ｘREF の基準指標ＲＥＦは、この位置に明視野を追加する
ことによって形成されており、それによってインクリメンタル目盛トラック１１１の周期
性が乱されている。この例では、インクリメンタル目盛トラック１１１の周期ＴＰM は、
ＴＰM ＝２０μｍとして選定されており、一つの部分領域の幅は、１０μｍである。この
例では、基準尺１００における基準指標ＲＥＦ又は明視野は、３０μｍの幅を有し、これ
は、インクリメンタル目盛トラック１１１の周期ＴＰM の１．５倍に相当する。このよう
な幅に選定することは、それよってインクリメンタル目盛トラックの周期が出来る限り小
さく乱されることとなるので、有利であることが分かっている。
【００４９】
　これに代わって、明視野を幅４０μｍで構成することもでき、従って、その幅は、イン
クリメンタル目盛トラックの目盛周期の二倍に相当する。この場合、インクリメンタル目
盛トラック１１１における基準指標ＲＥＦの明視野は、基準尺上で測定方向ｘに対して最
も近くに隣接する反射率の高い目盛領域又は明視野（透過光式の場合には、透過率の高い
目盛領域）との間隔が最大の幅を取り、その際省かれる反射率の高い又は透過率の高い目
盛領域の数が出来る限り最少に選定されるように配置するのが有利であることが分かって
いる。有利には、明視野と基準尺上で測定方向ｘに対して最も近くに隣接する反射率の高
い目盛領域との間隔は、インクリメンタル目盛トラック１１１の目盛周期の１．５倍であ
る。
【００５０】
　図３ａでは、送信目盛１２２の側には、交番する形で配置された透過率が異なる部分領
域で構成された、測定方向ｘに対してほぼ周期的な構造が配備されている。図３ａで明る
く図示した部分領域は、光学的に透過性を持つ形で構成されており、暗く図示した部分領
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域は、光学的に透過性を持たない形で構成されている。この例では、送信目盛１２２の周
期ＴＰS は、ＴＰS ＝４０μｍであり、送信目盛１２２の部分領域の幅は、２０μｍに相
当する。この例では、送信目盛１２２の側には、基準尺１００上の基準指標ＲＥＦの実施
形態に合わせて、中央の領域に、一つの透明な部分領域が省かれている、即ち、目盛構造
の非周期性が、中央に配置された幅６０μｍの暗視野の形で実現されており、この幅は、
送信目盛１２２の周期ＴＰS の約１．５倍に相当する。このように暗視野の幅を選定する
ことは、そのようにして、さもなければ周期的であった送信目盛１２２を最小限に変更す
ることとなるので、有利であることが分かっている。
【００５１】
　基本的には、送信目盛１２２の非周期性又は暗視野を、図３ｃに代わって、分散した形
で配置することもでき、暗視野の実現可能な幅は、４０μｍ～８０μｍの範囲で選定する
ことができる。
【００５２】
　図３ｃでは、対応する基準インパルス信号検出器ユニット１２４ａが模式的に図示され
ており、この場合、その実施形態は、基本的には図２で説明した実施例の形態に相当する
。基準インパルス信号検出器ユニット１２４ａは、又もや幅ｂ1 ＝３５μｍの一つの中央
に配置された基準インパルス信号検出器エレメント１２６とそれぞれ幅ｂ2 ＝１７．５μ
ｍの二つの外側の基準インパルス信号検出器エレメント１２７．１，１２７．２とを有す
る。図示されていない走査板の面には、中央の基準インパルス信号検出器エレメント１２
６が、基準尺の明視野又は基準指標ＲＥＦの中央に延びる位置に配置されている。また、
前の例と同様に、基準インパルス信号ＲＩを生成するために、これらの異なる基準インパ
ルス信号検出器エレメント１２６，１２７．１，１２７．２を接続することも行っている
。
【００５３】
　図３ａと３ｂの基準尺１００と送信目盛１２２を持つシステムに関して、基準位置ｘRE

F の周りの＋／－４ｍｍの範囲における走査ユニットの検出面の縞模様の走査により得ら
れる全体的な走査信号Ｓが、図４ａに図示されている。この場合、この図では、高い解像
度で位置を求めるのに有用である高い周波数のインクリメンタル信号成分が明らかに分か
る。この信号成分には、この範囲においてインクリメンタル目盛トラック１１１の周期性
が乱されたことに起因する明らかに低い周波数の信号成分が重畳されている、或いは基準
位置ｘREF の領域において、振幅に関して大きな影響が与えられている。この例の通り、
送信目盛１１２が、中央の領域に、さもなければ周期的であった送信目盛の非周期なもの
としての暗視野を有する場合、図４ａの全体的な走査信号Ｓにおいて、基準位置ｘREF の
領域には、この信号の包絡線に関する信号の急低下が生じる。
【００５４】
　ここで、この全体的な走査信号Ｓにおける信号の急低下は、基準インパルス信号検出器
ユニット１２４ａの前述した実施形態によって、出力側で使用可能な高い解像度の基準イ
ンパルス信号ＲＩに変換することができる。図４ｂには、一方における中央の基準インパ
ルス信号検出器エレメント１２６の信号Ｓ１と他方における対称的に配置された基準イン
パルス信号検出器エレメント１２７．１，１２７．２から得られる信号Ｓ２が、基準位置
ｘREF の周りの＋／－０．０４ｍｍの範囲で図示されている。図４ｂから分かる通り、両
方の信号Ｓ１，Ｓ２は、それらの振幅の推移において、依然として、インクリメンタル目
盛トラック１１１の影響に起因する重畳した周期性を有する。最後に、図４ｃには、Ｓ１
とＳ２の差分を取ることにより得られる基準インパルス信号ＲＩが図示されており、この
信号は、基準位置ｘREF の周りの＋／－０．０４ｍｍの範囲において、明らかな信号の急
低下を有する。Ｓ１とＳ２の差分を取ることから、インクリメンタル信号の周期的な成分
が、基準インパルス信号ＲＩにおいて、フィルターにより取り出される。後続の電子機器
によって周知の方式で再処理可能である、位置に依存した高い解像度の基準インパルス信
号ＲＩが得られる。この発明による基準インパルス信号検出器ユニット１２４ａの実施形
態によって、図４ａに図示した全体的な走査信号Ｓから、高い解像度の基準インパルス信
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号ＲＩが、フィルターで取り出される。
【００５５】
　送信目盛、基準尺、対応する基準インパルス信号検出器ユニットの構成に関する別の実
施例及び様々な信号の推移が、前の例と同様に、図５ａ～５ｃと図６ａ～６ｃに図示され
ている。これらの図面の以下における記述では、前の例との重要な相違点だけを説明する
。
【００５６】
　この場合、インクリメンタル目盛トラック２１１と基準指標を持つ基準尺２００の構成
が、前の例と同様に選定されている一方、図５ａに図示されている通り、使用されている
送信目盛２２２が、前の例とは異なっている。即ち、ここでは、送信目盛２２２の中央の
領域において、測定方向ｘに対して幅を広げた６０μｍの幅の明視野を形成するものと規
定する。この目盛構造の中の少なくとも一つの非透過性の部分領域を省くことによって、
このことを実現している。この送信目盛の好適な明視野の幅は、３６μｍ～１１０μｍの
範囲に選定することができる。送信目盛２２２の周期ＴＰS は、前の例の通り、ＴＰS ＝
４０μｍであり、測定方向における部分領域の幅は、２０μｍである。
【００５７】
　基準尺２００と基準インパルス信号検出器ユニット２２４ａは、前の例と同様に構成さ
れている。
【００５８】
　ここで、図６ａから明らかな通り、送信目盛２２２の実施形態が異なるために、基準位
置ｘREF において、全体的な走査信号Ｓの包絡線に関する信号の最大値が生じており、前
の例では、この位置において、信号の急低下が生じていた。
【００５９】
　同様に、このことは、図６ｂと６ｃに図示されている通り、信号Ｓ１とＳ２及び結果と
して得られる基準インパルス信号ＲＩにおいても現れている。即ち、この例では、基準位
置ｘREF が、基準インパルス信号ＲＩにおいて、明らかな信号の上昇として特徴付けられ
ている。しかし、前の例と同様に、図６ｃからは、又もや、この発明による検出器側での
措置によって、基準インパルス信号ＲＩにおける周期的なインクリメンタル信号成分のフ
ィルタリングが行われているのが分かる。
【００６０】
　以下において、図７ａ～７ｃと図８ａ～８ｃにもとづき、この発明による基準インパル
ス信号を生成するための別の変化形態を説明する。基準インパルス信号を生成するために
重要である、位置測定装置の様々な部品の図面及び様々な信号の図面は、又もや前の二つ
の例の図面に対応している。そのため、以下においては、基本的にこの実施構成の相違点
だけを説明する。
【００６１】
　この例では、図７ｂの基準尺の図面から明らかな通り、基準尺３００のインクリメンタ
ル目盛トラック３１１には、もはや単一の明視野だけではなく、そのような多くの明視野
が、基準指標ＲＥＦとして統合されていることが重要である。全体として、この実施例の
基準指標は、測定方向ｘに対して広がった全部で１４個の明視野又は大きく反射する部分
領域の分布を有し、これらの部分領域は、それぞれ前述した通り、インクリメンタル目盛
トラック３１１の一つの反射しない部分領域を省くことから得られる。各個別の明視野は
、前述した通り、測定方向ｘに対して３０μｍ又は４０μｍの幅を有し、インクリメンタ
ル目盛トラック３１１は、前の例と同様に、部分領域の幅が１０μｍで、周期又は目盛周
期ＴＰM ＝２０μｍを有する。
【００６２】
　又もや図７ａで図示した、この実施例の送信目盛３２２は、図３ａの実施例と同様に構
成されている。このことは、この目盛が、中央に配置された暗視野の形式の非周期性を有
することを意味する。その他の点については、この目盛の前に挙げたデータを参照された
い。
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【００６３】
　ここで、この例では、検出側は、既に規定された基準尺３００の基準指標ＲＥＦの多数
の明視野に対応する形で構成されており、この検出側については、図７ｃにもとづき説明
する。即ち、基準インパルス信号を生成するために、全部で１４個のユニットの個別の基
準インパルス信号検出器ユニットを配備しており、前の例では、これらのユニットは、イ
ンクリメンタル目盛トラックにおける一つの個別の明視野を検出するために必要であった
。この場合、各個別の基準インパルス信号検出器ユニットは、前の例の個別のユニットと
同じであり、一つの中央の基準インパルス信号検出器エレメントとこのエレメントに対し
て対称的に配置された二つの基準インパルス信号検出器エレメントから構成されている。
図７ｃから明らかな通り、縞模様の走査から得られた中央の基準インパルス信号検出器エ
レメントの信号が、信号Ｓ１に、各外側に置かれた基準インパルス信号検出器エレメント
の信号が信号Ｓ２に纏められている。信号Ｓ１とＳ２は、又もや差分を取る形で接続され
ており、その差分信号として、基準インパルス信号ＲＩが得られる。
【００６４】
　図８ａには、前の例と同様に、走査から得られた全体的な信号Ｓが、基準位置ｘREF の
周りの＋／－４ｍｍの範囲において図示されており、図８ｂには、多数の検出器エレメン
トユニットの信号Ｓ１，Ｓ２が、基準位置ｘREF の周りの＋／－０．２ｍｍの範囲におい
て図示されている。最後に、図８ｃは、結果として得られた差分信号又は出力側の基準イ
ンパルス信号ＲＩを図示しており、この信号では、この発明による措置により、明らかな
影響の低減が見られる。
【００６５】
　このような複数の基準インパルス信号検出器ユニットによる実施形態を選定した場合、
これらのユニットは、図７ｃから明らかな通り、測定方向ｘに対して、所定の範囲に渡っ
て分散した形で配置される。この場合、隣接する基準インパルス信号検出器ユニットの間
には、部分的に未だ利用可能な場所が、隙間領域の形で存在する。これらの隙間領域は、
例えば、そこに更に追加のインクリメンタル信号検出器エレメントを配置して利用するこ
ともできる。
【００６６】
　基準指標に多数の明視野を配備する、この変化形態は、生成する基準インパルス信号の
効率又は有効な成分を増大させるのに有利である。
【００６７】
　次に、基準尺上の対応する構造と送信格子を含む好適な基準インパルス信号検出器ユニ
ットに関する実現可能な別の実施構成を、続く図９ａ～９ｃと図１０ａ～１０ｃにもとづ
き説明する。
【００６８】
　図９ａ～９ｃの実施例において、図９ｂは、又もや基準尺４００上の走査されるインク
リメンタル目盛トラック４１１の一部を図示している。基準指標ＲＥＦは、二つの明視野
によって、即ち、反射光式走査の場合には反射率の高い、透過光式走査の場合には透過率
が高い部分領域によって構成されている。図９ａに図示した送信目盛４２２は、前の例と
同様に構成されている。
【００６９】
　この基準指標ＲＥＦを走査するのに好適な基準インパルス信号検出器ユニット４２４ａ
が、図９ｃに図示されている。このユニットは、二対の基準インパルス信号検出器エレメ
ント４２６．１，４２６．２と４２７．１，４２７．２から構成されている。基準インパ
ルス信号検出器エレメント４２６．１，４２６．２，４２７．１，４２７．２の間隔は、
各対内ではそれぞれＳＰINC であり、そのためインクリメンタル信号の信号周期又は検出
面の対応する縞模様周期に相当する。一つの対の中の二つの基準インパルス信号検出器エ
レメント４２６．１，４２６．２又は４２７．１，４２７．２は、逆相又は１８０°位相
のずれた走査信号Ｓ１とＳ２を提供し、これらの信号は、前の例の通り差分を取る形で接
続されており、その結果出力側には、基準インパルス信号ＲＩが得られる。更に、位相の
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異なる走査信号Ｓ１，Ｓ２を提供する個別の基準インパルス信号検出器エレメントの順序
が、測定方向ｘに対して、隣接する対から隣接する対へと変更されている、或いは逆にな
っていることにも言及したい。即ち、図において、左から見て、先ずは信号Ｓ１を提供す
る基準インパルス信号検出器エレメント４２６．２が配置されており、そして、この対の
中の信号Ｓ２を生成する基準インパルス信号検出器エレメント４２６．１が続いている。
この直ぐ隣の基準インパルス信号検出器エレメントの対では、それと全く逆であり、先ず
はその中の信号Ｓ２を提供する基準インパルス信号検出器エレメント４２７．１が配置さ
れており、そして、ようやく信号Ｓ１を生成するための基準インパルス信号検出器エレメ
ント４２７．２が続いている等々。このようにして、基準インパルス信号検出器エレメン
トの全体的な配列に渡って、走査信号において誤差を平均化させることとなる対称性が得
られる。
【００７０】
　更に、この変化形態は、図７ａ～７ｃの例と同様に、このような多数の明視野をインク
リメンタル目盛トラックに配備した実施構成に構成することができる。送信目盛４２２、
インクリメンタル目盛トラック５１１に基準指標ＲＥＦを統合した基準尺５００、対応す
る検出器配列の図面が、図１０ａ～１０ｃに図示されている。この実施形態を前の例に対
して補足するものとして、隣接する対における基準インパルス信号検出器エレメントの順
序が交番している点だけを再度指摘しておきたい。即ち、左から見て一番目の対の基準イ
ンパルス信号検出器エレメントは、Ｓ２とＳ１の信号を、その次の対は、Ｓ１とＳ２の信
号等々を提供している。この例においても、この配列によって、検出器配列の全体的な対
称性が保証されている。
【００７１】
　当然のことながら、この発明の範囲内において、これらの説明した実施例以外にも、代
替となる実施構成が存在するものである。
【図面の簡単な説明】
【００７２】
【図１】この発明による位置測定装置の実施例の大幅に模式化した斜視図
【図２ａ】図１の基準インパルス信号検出器ユニットの一部を、生成されたインクリメン
タル信号と関連させて模式化した平面図
【図２ｂ】図２ａのバンドパスフィルターとして作用する基準インパルス信号検出器ユニ
ットに関するフィルター関数の実数部のグラフ
【図３ａ】一つの実施例による送信格子の一部
【図３ｂ】図３ａの送信格子に対応する、一つの実施例による基準尺の一部
【図３ｃ】一つの実施例による検出器配列
【図４ａ】図３ａ～３ｃの実施例に対応する信号
【図４ｂ】図３ａ～３ｃの実施例に対応する信号
【図４ｃ】図３ａ～３ｃの実施例に対応する信号
【図５ａ】一つの実施例による送信格子
【図５ｂ】図５ａの送信格子に対応する、一つの実施例による基準尺
【図５ｃ】一つの実施例による検出器配列
【図６ａ】図５ａ～５ｃの実施例に対応する信号
【図６ｂ】図５ａ～５ｃの実施例に対応する信号
【図６ｃ】図５ａ～５ｃの実施例に対応する信号
【図７ａ】一つの実施例による送信格子
【図７ｂ】図７ａの送信格子に対応する、一つの実施例による基準尺
【図７ｃ】一つの実施例による検出器配列
【図８ａ】図７ａ～７ｃの実施例に対応する信号
【図８ｂ】図７ａ～７ｃの実施例に対応する信号
【図８ｃ】図７ａ～７ｃの実施例に対応する信号
【図９ａ】一つの実施例による送信格子
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【図９ｂ】図９ａの送信格子に対応する、一つの実施例による基準尺
【図９ｃ】一つの実施例による検出器配列
【図１０ａ】一つの実施例による送信格子
【図１０ｂ】図１０ａの送信格子に対応する、一つの実施例による基準尺
【図１０ｃ】一つの実施例による検出器配列
【符号の説明】
【００７３】
　１０，１００，２００，３００，４００，５００　　基準尺
　１１，１１１，２１１，３１１，４１１，５１１　　インクリメンタル目盛トラック
　１２ａ，１２ｂ　　　　　　　　　　　　　　　　　目盛領域
　２２，１２２，２２２，３２２，４２２　　　　　　送信目盛
　２４ａ，１２４ａ，２２４ａ，３２４ａ　　　　　　基準インパルス信号検出器ユニッ
ト
　２６，２７．１，２７．２，１２６，１２７．１，１２７．２，２２６，２２７．１，
２２７．２，４２６．１，４２６．２，４２７．１，４２７．２　　基準インパルス信号
検出器エレメント
　１３　　　　　走査面
　２０　　　　　走査ユニット
　２１　　　　　光源
　２３０ａ，２３０ｂ，２４０ａ，２４０ｂ　　走査板２５の領域
　２５　　　　　走査板
　ｂ1 　　　　　中央の基準インパルス信号検出器エレメントの幅
　ｂ2 　　　　　外側の基準インパルス信号検出器エレメントの幅
　ｄ　　　　　　中央の基準インパルス信号検出器エレメントと外側の基準インパルス信
　　　　　　　　号検出器エレメントとの間隔
　Ｆ（ｋ）　　　フィルター関数
　ｋ　　　　　　空間周波数
　Ｓ　　　　　　全体的な走査信号
　Ｓ１，Ｓ２　　走査信号
　ＳＰINC 　　　インクリメンタル信号の信号周期
　ＲＩ　　　　　基準インパルス信号
　ＲＥＦ　　　　基準指標
　ＴＰM 　　　　インクリメンタル目盛トラックの目盛周期
　ｘ　　　　　　測定方向
　ｘREF 　　　　基準位置
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